
神戸市における大規模小売店舗立地法の手続きの流れ 

 

 

 

 

 

                              （公告） 

                              （縦覧４か月） 

 

２か月 

     ４か月 

 

                              （公告） 

８か月      調査審議                 （縦覧１か月） 

          依頼 

              ※運用協議会（庁内関係部局により構成） 

         意見具申  による検討 

 

                              （公告） 

                              （縦覧１か月） 

                      神戸市の意見が無ければ手続終了            

 

                              （公告） 

                              （縦覧４か月） 

         調査審議 

          依頼 

              ※運用協議会（庁内関係部局により構成） 

         意見具申  による検討 

２か月            ※神戸市の意見を適正に反映しておらず、 

周辺地域の生活環境に著しい悪影響を 

及ぼす恐れがある場合 

                              （公告） 

                             

２か月               神戸市の勧告が無ければ手続終了 

                              （公告） 

                              （縦覧４か月） 

     正当な理由なく勧告に従わない場合はその旨を公表 

 

大規模小売店舗の新設等の届出 

（対象：店舗面積 1,000 ㎡超） 

設置者による説明会の開催 

住民等による意見書の提出 

神 戸 市 の 意 見 

 

設置者による自主的対応策の提示 

神 戸 市 の 勧 告 

事 前 協 議 の 実 施 

審
議
会 

設置者による必要な変更に係る届出 

審
議
会 


